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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　包装材料の、包装スリーブ、ブランクまたはロールになるように巻き上げられたウェブ
材料の開いた切り口を、消毒薬を含有する処理剤を前記切り口の外側領域に塗布するかま
たはその中に取り入れることによって処理する方法であって、
　前記処理剤の少なくとも一部は、前記切り口に直接的に塗布されないが、ロードキャリ
アが導入され、前記ロードキャリアは前記処理剤を吸収し、そうすることで、そのときに
生み出されたアクティブに殺菌する雰囲気が、前記包装スリーブ、前記ブランクまたは前
記ウェブ材料の前記開いた切り口に作用し、所望の殺菌を行うことを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記処理剤または前記処理剤の少なくとも一部は、蒸発およびその後の吸収によって前
記開いた（１つまたは複数の）切り口に間接的に移されることを特徴とする、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記生み出されたアクティブに殺菌する雰囲気は、容器によって周囲から隔てられるこ
とを特徴とする、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記容器の少なくとも各部分は、前記処理剤で濡らされ、前記ロードキャリアとして用
いられることを特徴とする、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
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　前記ロードキャリアとして、前記容器に挿入または添付されるキャリア要素が用いられ
ることを特徴とする、請求項３または４に記載の方法。
【請求項６】
　処理剤の導入は、前記容器が閉じられる前に実行されることを特徴とする、請求項３～
５の何れか一項に記載の方法。
【請求項７】
　処理剤の導入は、前記容器が閉じられた後に実行されることを特徴とする、請求項３～
５の何れか一項に記載の方法。
【請求項８】
　染料を含有し前記処理領域の変色を引き起こす処理剤が用いられることを特徴とする、
請求項１～７の何れか一項に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１つのパルプ／厚紙層を有する複合材料からなる、無菌包装を生産するため
の、包装材料であって、
　前記少なくとも１つのパルプ／厚紙層は第１の部分領域および少なくとも１つの第２の
部分領域を有し、前記第１の部分領域は、パルプ／厚紙１グラム当たりの微生物および胞
子を有するコロニー形成単位（ＣＦＵ／ｇ）が少なくとも１００ＣＦＵ／ｇの負荷を有し
、前記少なくとも１つの第２の部分領域は、前記第１の部分領域と比べるとパルプ／厚紙
１グラム当たりの微生物および胞子を有するコロニー形成単位が最大で半分の負荷を有す
るとともに、前記少なくとも１つのパルプ／厚紙層は親水性であり、約５．５％から８．
５％の相対含水率を有することを特徴とする、包装材料。
【請求項１０】
　前記第１の部分領域は、少なくとも２５０ＣＦＵ／ｇの負荷を有することを特徴とする
、請求項９に記載の包装材料。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのパルプ／厚紙層は再生繊維の各部分を有することを特徴とする、
請求項９または１０に記載の包装材料。
【請求項１２】
　前記第１の部分領域と比べると、前記第２の部分領域は、パルプ／厚紙１グラム当たり
のコロニー形成単位が最大で４分の１の負荷を有することを特徴とする、請求項９～１１
の何れか一項に記載の包装材料。
【請求項１３】
　前記第２の部分領域の少なくとも１つが、開いた切り口または穿孔縁部によって境界を
定められることを特徴とする、請求項９～１２の何れか一項に記載の包装材料。
【請求項１４】
　前記切り口に位置する周囲領域（５、５’）は、最大１０ＣＦＵ／ｇを有することを特
徴とする、請求項９～１３の何れか一項に記載の包装材料。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの第２の部分領域は前記周囲領域によって形成されることを特徴と
する、請求項９～１４の何れか一項に記載の包装材料。
【請求項１６】
　前記周囲領域（５、５’）は、厚さが少なくとも０．３ｍｍであることを特徴とする、
請求項９～１５の何れか一項に記載の包装材料。
【請求項１７】
　請求項１０～１６の何れか一項に記載の包装材料から生産されることを特徴とする、複
合包装。
【請求項１８】
　平坦になるように折り畳まれた複数の包装スリーブ（Ｓ）、ブランク（Ｂ）またはロー
ル（Ｒ）になるように巻き上げられた、請求項１～８の何れか一項に記載の方法で用いら
れるウェブ材料を受けるための容器であって、
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　前記容器（７、７’、７”）の内側の少なくとも各部分（９、１２）が、処理剤で濡ら
されるかもしくは処理剤を備え、かつ／または処理剤を備えるロードキャリア（１０、１
１、１１’、１１”、１７）が、前記容器（７、７’、７”）の内側に設けられることを
特徴とする、容器。
【請求項１９】
　前記容器（７、７’、７”）の表面は、少なくとも前記処理された領域でシールされる
ことを特徴とする、請求項１８に記載の容器。
【請求項２０】
　前記容器（７）のための材料として厚紙が用いられ、そうすることで、閉じることがで
きるフラップ（８Ａ、８Ｂ、８Ａ’、８Ｂ’）を有する被覆箱を生産することを特徴とす
る、請求項１８または１９に記載の容器。
【請求項２１】
　前記容器（７’、７”）のための材料としてプラスチックが用いられることを特徴とす
る、請求項１８または１９に記載の容器。
【請求項２２】
　プラスチック容器（１３）およびプラスチック蓋（１４）ならびに少なくとも１つのロ
ードキャリア（１０、１１、１１’、１１”、１７）を特徴とする、請求項２１に記載の
容器。
【請求項２３】
　前記容器（７）は、ロードキャリア（１０、１１、１１’、１１”、１７）を有するシ
ュリンクフィルムから成ることを特徴とする、請求項２１に記載の容器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第一に、包装材料の、具体的には、厚紙／プラスチック複合材料の、包装ス
リーブ、ブランクまたはロールになるように巻き上げられたウェブ材料の開いた切り口を
、消毒薬含有処理剤を切り口の外側領域に塗布するかまたはその中に取り入れることによ
って処理する方法に関する。
【０００２】
　本発明は、包装の、具体的には、実質的にパルプ／厚紙層を有する複合材料からなる飲
料用カートンの生産のための、それに対応して殺菌される包装材料、その包装材料から生
産される複合包装、および包装材料を受けるための適切な容器にも関する。
【背景技術】
【０００３】
　「開いた切り口」という表現が以下で用いられるときは、ブランクまたはブランクから
形成される包装スリーブの境界を定める切り口だけでなく、周囲の雰囲気に曝露可能な全
ての「開いた」パルプ領域も指し、その結果、具体的には、飲料包装において加えられる
注ぎ口要素または他の開口補助器具の領域で見られるような穿孔の内側の切り口も指す。
【０００４】
　厚紙／プラスチック複合包装は、いわゆる「管形成プロセス」でロールから生産される
か、または紙／プラスチック積層材料の個別のブランクから生産される。ここで、個別の
ブランクは、最初にロール状の複合材料から得られ、次いで、長手方向の密なシームを用
いて作製される。そうしたシームは、通常、複合材料を折り畳んでシールすることによっ
て、適切な場合は、さらに、シーリングストリップを用いて重ねて接着することによって
生産される。
【０００５】
　このようにして生産される包装スリーブのさらなる加工、すなわち、その後の包装の上
部または底部の片側だけの閉止、殺菌、充填および再閉止が、通常、充填機において直接
行われる。
【０００６】
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　カップ形成ステップ、洗浄ステップ、および適切な場合は消毒ステップが、ここでは、
充填材料が注ぎ入れられる前に実行され、複合包装が閉止され、最後に形成される。いわ
ゆる無菌複合包装の生産中は、消毒プロシージャおよび充填プロシージャは充填機の無菌
ゾーンで実行される。消毒ステップまたは殺菌ステップの前にカップが形成される場合、
そのカップは無菌ゾーン外側で形成することもできる。このタイプの方法は、とりわけ特
許文献１および特許文献２に記載される。
【０００７】
　生産方法に関係なく、包装は、通常、包装材料の縁部を圧縮およびシールすることによ
って、例えば、ソノトロードおよびアンビルを用いて超音波によって閉止される。包装を
閉止するための他の方法、例えば、電磁誘導または機械的な圧縮と併用した高温空気の装
入も知られている。
【０００８】
　ダストが具体的には細菌汚染の原因になることが分かっており、したがって、全てのス
テップの主要な目標はダストを避けることとすべきである。これは、包装スリーブの生産
中にダストを吸引除去し、使用される切刃の利用期間を短縮することによって、実行する
ことができる。しかし、使用される厚紙のパルプに繊維があるせいで、開いた切り口は常
に、包装の生産の際に「問題のある領域」のままである。ほとんどの場合に、効率的な吸
引設備はここでは役立つが、エネルギーコストが高いこと、およびその騒音の放出が生産
プロセスには負担になる。
【０００９】
　「無菌包装」とは、充填材料、特に、食材が無菌条件下で充填される包装を指すと理解
される。そのために使用される充填機は、無菌ゾーン、つまり、ある種のクリーンルーム
を備える。無菌ゾーンは、殺菌の、すなわち、菌のない条件になっており、概して、いく
つかの開口部を除いて、閉止されたまたは実質的に閉止された構成によって維持される。
そこで生み出されるクリーンルーム雰囲気も殺菌空気を取り入れることにより超過圧力下
にあり、そうすることで、外からの菌の侵入を防止する。次いで、包装材料は、１つまた
は複数のステップで次々に殺菌、乾燥および充填ならびに閉止される無菌ゾーンを連続的
にまたは不連続に通って輸送される。現行の従来技術の機械、例えば、本出願人による２
４シリーズの機械は、包装のフォーマットの影響下で、加工ステップごとに個別の殺菌ま
たは充填ステーションの約０．６秒から約０．８５秒の加工時間を可能にする。
【００１０】
　包装スリーブの縁部は開いた切り口であり、開いていなければ酸素バリアを有すること
もできる耐水の積層材料の切り口である。したがって、細菌（微生物および胞子）の往来
のリスクは主に縁部の領域に存在し、その結果、材料の細菌負荷が上昇する恐れがあり、
最終的には、後続の包装の充填プロシージャ中または完成形の包装を生産するための閉止
プロシージャ中に製品の汚染を阻止することができない。
【００１１】
　複合材料からなる、片側だけが開いた満杯の容器を閉止することは、その材料が具体的
には超音波によってシールされる場合、包装材料からのダストが開いた切り口から放出さ
れる恐れがあり、充填機の無菌領域も開いた包装そのものも汚染する恐れがあるというリ
スクを伴う。
【００１２】
　細胞分裂によって複製でき、包装の充填材料（「製品」）において複製でき、複製の際
は、充填材料の特徴を変更できる単細胞生物は、増殖微生物と理解される。その用語は、
胞子など、複製能力のある単細胞生物の生存形態も含む。
【００１３】
　これら胞子は、概して、周囲の環境条件の変化に対し非常に耐性がある。微生物が代謝
および／または増殖のための環境を見つけない場合は、一部の微生物は胞子の段階に変換
することができる。
【００１４】



(5) JP 6563403 B2 2019.8.21

10

20

30

40

50

　より正確には、本願では、用語「微生物」は、真核生物および原核生物を指すと理解さ
れ、真核生物は、真の細胞壁を有し、藻、原生動物、真菌および粘菌を含み、原核生物は
、細菌群をカバーする（非特許文献１参照）。
【００１５】
　胞子などの生存形態は特に原核生物の場合が知られている。例えば、未加工の厚紙製品
を生産するための原料を熱処理および／または化学処理した後でも、このタイプの処理方
法は直接的に複製能力のある微生物の形態を絶滅させるかまたは胞子の形態への転換を開
始するので、これらの製品に正確に、拡大しつつある範囲に胞子が見つけられる場合があ
る。
【００１６】
　「１グラム当たりのコロニー形成単位」（ＣＦＵ／ｇ）という表現が、ある量の物質に
（例えば、言及した未加工の厚紙製品に）含まれる微生物の数または量を示すものとして
当業者には知られている。適切な光学手段を用いた、存在する全微生物の直接計数とは異
なり、コロニー形成単位数は、適切な培養条件下で存在する分裂可能な微生物のゆっくり
とした再生によって判定される。これは、通常、拡大せずに見ることで計数できるコロニ
ーサイズまで実行される。この点で、上記で定義した条件下で個々の分裂可能な微生物か
ら正確に１つのコロニーが生産されることが利用される。そのとき、２つのＣＦＵが互い
に非常に近接して位置決めされてそこから目に見えるコロニーが１つだけ形成される個別
の事例は、慣例的に無視される。
【００１７】
　微生物学で典型的な判定方法は、２００５年からＩＳＯ８７８４－１によって規定され
る。
【００１８】
　このように、ＣＦＵ／ｇの減少は、当業者によって細菌減少方法の効率を示すものとし
て利用され、消毒率と呼ばれることが多い。生産された包装の数によって計数される殺菌
率がそこから導かれる。
【００１９】
　特許文献３によれば、包装材料の包装スリーブの上部または底部にある開いた切り口を
、消毒薬を含有する処理剤を塗布することによって処理し、その消毒薬は包装材料への塗
布および浸透の後に切り口に残ることが知られている。処理剤は、それぞれ、平坦になる
ように折り畳まれた状態で組み合された複数の包装スリーブに上から噴霧されることによ
って塗布される。こうした既知の方法では、処理剤は、そのために特別に構築されたステ
ーションにおいて、包装スリーブが被覆箱に梱包される直前に１つまたは複数の別々の方
法ステップで包装スリーブの縁部に塗布される。この手法は比較的複雑である。処理剤が
包装を越えて間違って噴霧されるリスクもある。さらに、包装スリーブの外側はすぐに影
響を受ける恐れがあることが分かった。例えば、処理剤は、望ましくないかたちで、包装
スリーブの外側の印刷画像に作用する可能性があり、それに損傷を与えることがある。２
つの包装スリーブが、被覆箱から取り出した後に互いに貼り付いたままになり、充填機で
さらに加工する間に生産を邪魔する可能性も起きる場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】独国特許出願公開第３２　３５　４７６（Ａ１）号
【特許文献２】独国特許出願公開第１０　２００９　０２９　７０６（Ａ１）号
【特許文献３】独国特許出願公開第１０　２０１１　１１１　５２３（Ａ１）号
【非特許文献】
【００２１】
【非特許文献１】「バージェイ鑑別細菌学マニュアル（Bergey’s Manual of Determinat
ive Bacteriology）」、第８版、ウィリアムズ・アンド・ウィルキンス社（Williams & W
ilkins）（ボルチモア）、１９７４年
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　これに基づいて、本発明の目的は、特に資源を有効利用する複合包装およびそのために
必要な生産方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　その方法に関して、この目的は、処理剤の少なくとも一部は、切り口に直接的に塗布さ
れないが、ロードキャリアが導入され、そのロードキャリアは処理剤を吸収し、そうする
ことで、そのときに生み出されたアクティブに殺菌する雰囲気が、包装スリーブ、ブラン
クまたはウェブ材料の開いた切り口に作用し、所望の殺菌を行うことから達成される。
【００２４】
　この点で、包装製品の承認された既知の利用が影響を受けることなく、厚紙の十分な深
さまで殺菌を実現することができる。「十分な深さ」はそれぞれ用いられる生産方法によ
って決定される。シームが超音波によって形成される場合は、約２から３ｍｍの深さまで
殺菌を実行して、シーリングプロシージャの間に汚染されたダストが開いた縁部から押し
出されるのを確実に阻止しなければならない。シームがマイクロ波によって閉じられる場
合は、１０分の数ミリメートルの深さでも足りる。
【００２５】
　処理剤または処理剤の少なくとも一部は、好ましくは、蒸発およびその後の吸収によっ
て（１つまたは複数の）開いた切り口に間接的に移される。
【００２６】
　本発明のさらなる教示が、生み出されたアクティブに殺菌する雰囲気が容器によって周
囲から隔てられることを提供する。この点で、容器の少なくとも各部分、好ましくは、内
側の各部分が、好ましくは、処理剤で濡らされる。
【００２７】
　本発明のさらなる構成では、容器は、１つもしくは複数の包装スリーブ、（１つまたは
複数の）ブランクまたは（１つまたは複数の）ロールを格納および／または輸送するため
に使用される被覆箱である。この点で、本発明のさらなる構成によれば、被覆箱の内側の
少なくとも各部分領域が処理剤で濡らされる。
【００２８】
　紙／プラスチック複合包装材料の例示的な生産の間は、キャリア層が、一般には、紙ま
たは厚紙が最初にコーティングされ、このようにして複合材料が生産される。次いで、複
合材料は、しわの線および折り目が入れられる前に印刷される。こうした加工ステップの
後に、ウェブ材料が、概して、ロール状の材料として存在し、次いで、本発明の状況内で
処理することができる。しかし、本発明の方法による処理の前に、第一に、さらなるステ
ップで、ブランクが、好ましくは、ウェブ材料から打ち抜かれ、層になるように積まれる
。したがって、これらのブランクから、側方の切り口を折り畳んで接合（長手方向のシー
ムをシーリング）することによって、上部および底部が開いた包装スリーブを生産するこ
とが可能であり、それらの包装スリーブは、平坦になるように折り畳まれ梱包された状態
で充填工場に送ることができる。本発明による方法は、好ましくは、包装スリーブの梱包
に関連して実行され、したがって、充填機の無菌領域では実行されないが、その代わりに
充填機の外で実行される。
【００２９】
　包装スリーブまたはブランクが、巻き上げられたウェブ材料から生産されるときは、そ
れぞれ完全に開いた切り口からなる円柱形のロールの平面状の端部面がそれに応じて殺菌
される場合は、個別のブランクが長さに切断される前に本発明による方法を利用すること
ができる。
【００３０】
　巻き上げられたウェブ材料から直接的に包装が生産される場合は、それぞれ完全に開い
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た切り口からなる円柱形ロールの端部面はそれに応じて殺菌することができる。
【００３１】
　消毒薬のための温置時間が便宜上設けられる。前記温置時間は、通常、数分から数時間
の範囲にあり、ブランク、包装スリーブおよび巻き上げられたウェブ材料を充填機に輸送
する時間の間に確実に縁部を消毒するのに十分である。処理剤は、通常、恒久的に包装材
料内にある。そのときに、ブランク、包装スリーブおよび巻き上げられたウェブ材料の縁
部領域は、数日から数か月にわたって菌がないままである。
【００３２】
　製品、すなわち、包装材料、特に、それから形成される無菌の包装に関して、本発明の
目的は、少なくとも１つのパルプ／厚紙層は第１の部分領域および少なくとも１つの第２
の部分領域を有し、第１の部分領域はパルプ／厚紙１グラム当たりのコロニー形成単位が
少なくとも１００の負荷を有し、少なくとも１つの第２の部分領域は、第１の部分領域と
比べるとパルプ／厚紙１グラム当たりのコロニー形成単位が最大で半分の負荷を有するこ
とから実現される。
【００３３】
　言及する特性をより正確に定義するためにここで明示する判定方法の、以下に提示する
より詳細な説明をさらに参照する。
【００３４】
　本発明による特性を有する包装材料の構成により、１００ＣＦＵ／ｇ未満の負荷を有す
るパルプ／厚紙層で複合材料を形成する必要なしに、内部に収容される充填材料を長期間
にわたって確実に保護する、質の高い複合包装を生産することが可能である。その結果、
複合包装モデルの環境バランスを有意に改善することも可能である。細菌負荷についてパ
ルプ／厚紙層への要求が低いことから、化学物質をほんのわずかしか使用せずに生産され
る厚紙の質を加工することが可能である。
【００３５】
　本発明の特定の構成では、第１の部分領域でも、少なくとも２５０ＣＦＵ／ｇ、好まし
くは、少なくとも５００ＣＦＵ／ｇ、特に好ましくは、少なくとも１０００ＣＦＵ／ｇの
負荷を有する。
【００３６】
　その結果、環境は特定の範囲にわたって保護される。というのは飲料用カートンのため
の従来の特定のタイプの厚紙生産プロセスは、汚染化学物質の使用に大いに頼らなければ
ならず、さらに、エネルギー要件も標準的な厚紙生産と比べると高いからである。
【００３７】
　それぞれの包装スリーブの少なくとも１つの開いた切り口は、消毒薬が十分に浸透する
。このことは、切り口に設けられ少なくとも１つの第２の部分領域を形成する周囲領域が
、最大半分である十分に低い細菌負荷にまで減少することを意味する。
【００３８】
　「切り口の周囲領域」は、開いた縁部と接触するかまたは開いた縁部によって境界を定
められるような領域を指すと理解され、周囲領域は深さが少なくとも０．３ｍｍ、好まし
くは、深さが少なくとも１．５ｍｍとすべきである。無菌包装内の食材の汚染を特に確実
に阻止できるようにするために、周囲領域の厚さが最大２ｍｍ、好ましくは、それどころ
か厚さが３ｍｍ、またはそれどころか厚さが５ｍｍであることがさらに好ましい。
【００３９】
　第１の部分領域と少なくとも１つの第２の部分領域との面積比、または第２の部分表面
が複数ある場合は、第２の部分表面の表面全体との面積比は、好ましくは、約８：１と約
６０：１との間にある。この点で、少なくとも１つの第２の部分領域は、常に、定義され
た形状、好ましくは、リング面またはストリップ形状を形成する。表面のサイズは、（そ
の後の）複合包装のフォーマットおよび少なくとも１つの第２の部分領域を形成する周囲
領域の幅に応じて変わり、すなわち、処理剤の（切り口から包装材料の表面の内部まで測
定される）浸透深さに応じて変わる。
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【００４０】
　特定の包装フォーマットまたは特定のタイプの包装に基づいて、第１の部分領域と少な
くとも１つの第２の部分領域の分布は反復模様を形成する。これは、第１の部分領域およ
び少なくとも１つの第２の部分領域は、具体的には、複合包装の展開したものにランダム
に分布されないが、その代わりに、タイプに基づいた反復模様に従うことを意味する。例
えば、展開された複合包装の表面は矩形を形成することができる。その表面は、４つの縁
部のうちの１つに沿って延びる周囲領域によって形成される個々の第２の部分領域までは
、第１の部分領域によって満たすことができる。対応する複合包装のタイプに関して第２
の部分領域が２つ設けられる場合は、それらの第２の部分領域は、両側の縁部または互い
に直角に当接する縁部上の周囲領域によって形成することができる。それぞれの縁部によ
って境界を定められる４つの周囲領域が全て第２の部分領域を形成し、そうすることで、
第１の部分領域を完全に枠に入れることも可能である。例えば、第１の部分領域によって
形成される表面の内側に円形の穿孔が設けられる場合は、環状の第２の部分領域が周囲領
域として、穿孔によって形成される縁部にまたはその周りに当接することが可能である。
この第２の部分領域の位置も、一連の複合包装のタイプ内で一様に繰り返される。
【００４１】
　本発明のさらなる教示が、少なくとも１つのパルプ／厚紙層が再生繊維の各部分を有す
ることを提供する。
【００４２】
　食材の包装など、影響されやすい使用の場合は、再生繊維を含む厚紙ウェブはこれまで
不可能であった。というのは、そうしたウェブは不純物または汚染物質の定義不能な質お
よび量を有することがあるからである。本発明による方法または製品の使用により、事実
上世界中で十分に利用できるこうした環境学的に有意義な資源を、無菌状態になるように
包装される食材、したがって、具体的には、いわゆるＵＨＴ牛乳を保護するために初めて
使用することもできる。
【００４３】
　本発明の別の構成は、第１の部分領域と比べると、第２の部分領域が、パルプ／厚紙１
グラム当たりのコロニー形成単位が最大で４分の１、好ましくは、１０分の１、最も好ま
しくは１００分の１の負荷を有することを提供する。パルプ／厚紙１グラム当たりのコロ
ニー形成単位の負荷がさらに実質的に小さい分数を想定できることでさえも可能である。
その結果、充填材料に対する汚染のリスクがさらに低下する。
【００４４】
　本発明のさらなる構成によれば、切り口に位置する周囲領域は、最大１０ＣＦＵ／ｇ、
好ましくは、最大５ＣＦＵ／ｇ、最も好ましくは、１ＣＦＵ／ｇ未満を有する。その結果
、極めて良好な殺菌率を実現することができる。そうすることで、さらに、アルミニウム
なしの複合材の場合は特に、完成形の包装および保護される充填材料の保存期間を延長す
ることもできる。
【００４５】
　本発明のさらなる教示によれば、第２の部分領域の少なくとも１つは、開いた切り口ま
たは穿孔縁部によって境界を定められる。この点で、開いた切り口または穿孔縁部に沿っ
て生じ、消毒薬が浸透する「周囲領域」は、厚さが少なくとも０．３ｍｍ、具体的には、
厚さが１．５ｍｍ、特に好ましくは、厚さが少なくとも２ｍｍである。
【００４６】
　第２の部分領域は、好ましくは、第２の部分領域の境界を定める切断縁部または穿孔縁
部に実質的に平行に延在する想像線によって、第１の部分領域から境界を定められる。
【００４７】
　処理剤は、好ましくは、蒸発およびその後の吸収によって、包装材料の（１つまたは複
数の）開いた切り口に間接的に移される。そのために、具体的には、容器の、具体的には
、被覆箱の内側の少なくとも各部分領域が処理剤で濡らされるか、または容器に挿入され
るかもしくは添付されるキャリア要素がロードキャリアとして用いられる。
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【００４８】
　容器の、具体的には、外側包装の内側の全部分または選択された部分（内部に挿入され
るかもしくは添付される被覆箱またはロードキャリア）は、具体的には、容器が閉じられ
る前または後に、処理剤、したがって、殺菌溶液が導入される。これは、好ましくは、閉
止前に実行される。
【００４９】
　容器が段ボールの被覆箱である場合は、これは、被覆箱に梱包されたスリーブの上側ま
たは下側の開いた厚紙縁部を通して、導入された被覆箱フラップから殺菌剤が吸収される
という利点をもたらす。直接生産ラインの外で、例えば、隣接する部屋で被覆箱が処理剤
を施される場合は、特許文献３による包装スリーブの殺菌と比べて既に有意に低下された
作業負荷を、さらに低下させることができる。この点で、折り畳み式の箱として存在する
被覆箱が折り畳まれる前またはその最中に導入される場合は、なおさら特に好ましい時も
ある。
【００５０】
　カートンが閉じられた後に、容器、好ましくは、被覆箱によって封入される雰囲気の、
例えば針を用いた「注入」が可能であり、適切な領域で、例えば、上部の空き空間で被覆
箱を１回または複数回穿孔しなければならない。被覆箱の内側に、それが閉じられる前に
、ロードキャリア、例えば、フェルトストリップを加えることも可能であり、閉じられた
後で、針が処理剤をロードキャリア中に注入できるように針によって穿孔することが可能
である。このようにして、周囲は、処理剤に含有される活性成分によって、事実上汚染さ
れない。
【００５１】
　そのために、本発明のさらなる構成では、容器は弁を備えることもできる。弁の使用は
、処理剤が容器から再排出されることを効果的に防止し、過度の拡散を防止する。弁は、
機械的逆止弁または穿孔可能な自己閉止膜として構成することができる。機械弁を設ける
ことは、再利用可能な容器の場合は特に有利なことがあり、自己閉止膜は、外側または内
側から容器に非常に簡単に添付することもでき、少なくとも１回限りの使用に関しては適
切な保護を与える。
【００５２】
　処理剤は、好ましくは、適切な染料で着色されている。したがって、塗布された場所を
目視で確かめることが簡単である。これは、管理目的で用いることができる。さらに、包
装材料の開いた切り口によってアクティブに殺菌する雰囲気から消毒薬と共に吸収される
染料が使用される場合、包装材料そのものから、単純な目視のチェックによって処理が完
了したことを検証することも可能である。この点で、周囲領域への処理剤の浸透深さを見
ることもできる。したがって、染料が処理済みの縁部を変色させることが好ましい。
【００５３】
　本発明のさらなる教示が、本発明による複合包装が請求項１０～１６の何れか一項に記
載の包装材料から生産されることを提供する。
【００５４】
　平坦になるように折り畳まれた複数の包装スリーブ、ブランクまたはロールになるよう
に巻き上げられたウェブ材料を受けるための、本発明による容器は、容器の内側の少なく
とも各部分が、処理剤で濡らされているかもしくは処理剤を備え、かつ／または、処理剤
を備えるロードキャリアが容器の内側に設けられることを特徴とする。さらに、周囲への
処理剤の移動を確実に防止するために、好ましくは、容器の外面を少なくとも穿孔領域で
シールすることができる。実施形態を参照しながら本発明による容器を以下により詳細に
説明する。
【００５５】
　噴霧、滴下、およびその後の塗り付け、コーティング、ローラー掛け、押し当て、へら
掛け、印刷（例えば、「インクジェット」法）、浸漬または蒸発によって、外側包装は、
適切な領域に、例えば、被覆箱のフラップの内側に、消毒薬、例えば、過酸化物溶液を含
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有する処理剤を導入することができる。すでに言及したように、注入として導入プロシー
ジャを実行することもできる。
【００５６】
　殺菌剤が導入されたストリップ、インサートシートまたは他のキャリア材料を加えるこ
とによって、容器に入れて輸送される包装材料の縁部に消毒薬を導入することができる。
【００５７】
　この点で、ロードキャリアがアキュムレータとして構成され、液体の処理剤で充填でき
、その後処理剤を周囲に再度放出する場合は、そのことが有利な時がある。具体的には、
そのためには有孔または多孔性の格納材料が適切である。
【００５８】
　容器に、特に、被覆箱に梱包された、平坦になるように折り畳まれた包装材料は、概し
て、数日間の間に輸送される。その間に、開いた厚紙縁部および容器または外側包装の細
菌の減少または殺菌は吸収される殺菌剤によって行われる。この点で、驚くべきことに、
消毒薬の濃度が非常に低いにもかかわらず、顕著な消毒率が実現されることが分かった。
低濃度の消毒薬が、効果的な曝露時間として容器内で長い滞留時間を利用できることが想
定される。したがって、生み出されるアクティブに殺菌する雰囲気は、数時間またはさら
に数日にわたる長期間、効果的な範囲内に維持することができる。このように、低濃度で
長い曝露時間が得られる。消毒薬は、使用される量の影響下で、厚紙の周囲領域または穿
孔領域に最大２ｍｍもしくは３ｍｍまたはさらに深く浸透する。これは、パルプ／厚紙層
のそこにある繊維が静止しないものとされ、そうすることで、繊維上の菌も束縛されず、
パルプ／厚紙層から繊維と共にダストとして逃げることができるので重要である。
【００５９】
　曝露時間は、厚紙の特定のタイプおよび坪量に基づいて、それぞれの場合に、使用され
る処理剤およびそれに含有される添加剤、投与量、予期される消毒率および外気温に影響
される。
【００６０】
　生産される包装に使用される厚紙は親水性であり、最終製品として、概して約５．５％
から８．５％の相対含水率を有する、すなわち、厚紙の含水率が一般の環境条件から生じ
る飽和制限をずっと下回り、概して、周囲に関する平衡含水率に等しいので、厚紙の縁部
を通る処理剤の吸収が可能である。
【００６１】
　活性薬剤、したがって、ここでは消毒薬よりも蒸気圧が低い極性有機溶媒の添加は、促
進剤として働く。このように、例えば過酸化物溶液へのエタノールの添加は、切り口の吸
収作用を促進し、厚紙への過酸化物の浸透を強化する。これは、切り口への消毒薬のより
深い浸透を可能にし、そうすることで、消毒薬とエタノールの比が適切な場合に、数時間
後でも深さ数ミリメートル程度まで、処理される包装材料の周囲領域を殺菌することがで
きる。
【００６２】
　エタノールは、その蒸気圧が活性媒体より低い場合に、概して促進剤として働く極性有
機溶媒の群に属する。混入される極性有機溶媒の蒸気圧が活性媒体より高い場合は、溶媒
は抑制剤として働く。より高い蒸気圧を有する溶媒の一例が、ダウ・ケミカル社（DOW Ch
emical Company）に属するブランド化された製品であるダワノール（登録商標）（ＤＯＷ
ＡＮＯＬ（登録商標））である。概して、低分子量の極性有機溶媒が低い蒸気圧を有し、
高分子量の有機溶媒が高い蒸気圧を有すると述べることができる。
【００６３】
　さらに、一部の殺菌剤の殺菌効果は相乗的に増強される。
【００６４】
＜判定方法＞
【００６５】
　請求項に言及される特性のより正確な定義を提示するために、以下の判定方法が設定さ
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れる。
【００６６】
＜１グラム当たりのコロニー形成単位（ＣＦＵ／ｇ）の判定＞
【００６７】
　欧州標準方法ＩＳＯ８７８４－１：２００５およびこれらの試験規則で提示される基準
が、１グラム当たりのコロニー形成単位（ＣＦＵ／ｇ）を判定するための基礎として選択
される。試験規則は、ここで、厚紙、プラスチックおよび場合によってはアルミニウムか
らなる包装材料または複合材料のＣＦＵ／ｇ負荷を調査するために適用される。包装材料
のサンプリングおよびＣＦＵ／ｇの判定を実行するときに、列挙される試験規則からの逸
脱が必要な場合は、以下に説明する。
【００６８】
＜１．１．１　サンプリングおよび試料調製＞
【００６９】
　採取される包装材料の試料を手で触ってはならない。試料は、殺菌のサンプリング容器
に、好ましくは、殺菌のプラスチック製の袋に格納される。検査される領域は殺菌のはさ
みを用いてバラバラに切断される。「検査される領域」とは、
ａ．周囲領域ではない、請求項１０に記載の第１の部分領域（開いた切り口から少なくと
も１０ミリメートル離れた試料）
ｂ．包装材料の開いた切り口または穿孔縁部（開いた切り口から最大３ミリメートルまで
）にある、請求項１０に対応する第２の部分領域または周囲領域
である。
【００７０】
　欧州標準方法ＩＳＯ８７８４－１：２００５、第８章「試験材料の準備（Preparation 
of the test material）」を補うために、最大３ｇの包装材料が第１の部分領域のために
使用される。最大３ｇの包装材料は第２の部分領域のためにも使用される。試料から得ら
れる材料が不十分な場合は、最大５個の同一試料の第２の部分領域が一緒に使用される。
【００７１】
＜１．２　表面にある細菌の個数の任意判定＞
【００７２】
　サンプリングの前に、菌の内部の存在に加えて、包装材料の試験片も表面が汚染される
ことが可能である。表面にある細菌の個数を別個に判定し、表面にある細菌の個数を、１
．１下で判定された１グラム当たりのコロニー形成単位の数値から減算することによって
、包装材料のＣＦＵ／ｇを判定する際にエラーを防止することが可能である。
【００７３】
＜１．２．１　用語および略語＞
【００７４】
　ｍｌ＝ミリリットル
　ｈ＝時間
　ＣＦＵ＝コロニー形成単位
　℃＝摂氏温度
　ｇ＝グラム
　ｍｍ＝ミリメートル
　ｃｍ＝センチメートル
【００７５】
＜１．２．２　必要な補助器具および用具＞
【００７６】
　コンタクトペトリ皿（プラスチック）φ５．５ｃｍ（例えば、Greiner Bio-One社の６
２９１８０）
　ピンセット
　カッターの刃
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　殺菌のプラスチックの袋またはアルミニウム箔
　殺菌剤
　インキュベーター
　殺菌作業台
　培地：平板計数寒天（例えば、Oxoid社のＮｏ．ＣＭ３２５、Merck社のＮｏ．１０５４
６３、Difco社のＮｏ．２４７９４０として市販されている）
【００７７】
＜１．２．３　実施＞
【００７８】
　包装材料の面積２４０ｃｍ２が試料ごとに試験される。コンタクトペトリ皿が２４ｃｍ
２の面積を有する。したがって、上記で言及された領域を検査するために、試料ごとに１
０個のコンタクト皿が用意される。
【００７９】
　寒天がペトリ皿の縁部の上に突出する（アーチ状に覆う）が、縁部を越えてはみ出すこ
とはない、十分な培地が、殺菌のペトリ皿に取り入れられる。用意された、冷却されたコ
ンタクト皿は、指定条件下で閉止および温置される包装材料の表面に押し付けられる。
【００８０】
　試料は殺菌のピンセットだけで触れられ、コンタクト皿は包装の開いた縁部と接触しな
いような、取り扱いがなされるべきである。
【００８１】
　ペトリ皿は、濃縮が起きないように蓋を下にしてインキュベーター内に配置される。
【００８２】
　培地：平板計数寒天が、表面にある細菌の計数に用いられる。
【００８３】
　温置：平板計数寒天は、３０℃で５日間温置され、それに続いて評価が実行される。
【００８４】
＜１．２．４　評価＞
【００８５】
　試料のコンタクトプレートに存在するコロニーは全て計数される。結果は、ＣＦＵ（コ
ロニー形成単位）／１００ｃｍ２に変換され、記録される。得られる値は、調査される領
域の表面に変換され、数値として１グラム当たりのコロニー形成単位の値から減算される
。
【００８６】
＜例＞
【００８７】
　本発明による方法の現実的な実施のために、例えば、
－　蒸発抑制剤（例えば、ダワノール（登録商標））
－　表面張力低下剤、例えば、アルコール部分（抑制剤、表面活性剤などの表面活性物質
を有するアルコール部分）
－　過酢酸３～１５％
－　ノルマルまたはイソプロパノール
－　他の殺胞子性の活性薬剤
の添加があってもなくても、３．５％から５０％の過酸化水素溶液を処理剤として使用す
ることができる。
【００８８】
　溶液は、水またはアルコール（エタノール）と混合して処理することができ、この点で
、有毒な残留物がないかまたは完全に揮発可能である。もちろん、処理剤は、過酸化水素
溶液の代わりに別の適切な消毒薬を有することもできる。
【００８９】
　１２の使用例を表１に列記する。以下の基本的条件をそれらの例に適用する。
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　ＣＦＵ／ｇは、方法に記載された基準およびプロセスに従って評価した。処理した包装
材料は、厚紙層として坪量２３０ｇ／ｍ２のStora Enso社のNatura Boardによる厚紙を有
する。別段の明示がない限り、容器１つに包装スリーブを３５０個格納した。
【００９１】
　容器は以下の特徴を有する。
　被覆箱：Ｗ：６０ｃｍ；Ｈ：１９ｃｍ；Ｄ：１０．５ｃｍの寸法の、段ボールから生産
された容器
　プラスチック箱：Ｗ：６０ｃｍ；Ｈ：１９ｃｍ；Ｄ：１０．５ｃｍの寸法の、ポリプロ
ピレンから生産された、蓋付き容器
　シュリンクフィルム：Ｗ：１ｍ；Ｌ：２．５ｍ；厚さ：２０μｍの寸法の、ポリオレフ
ィンから生産されたフィルム
　導入された紙キャリア：ＤＩＮ　Ａ４、坪量１５０ｇ／ｍ２のパルプ
【００９２】
　処理剤は以下の化学物質から生産される。
　Ｈ２Ｏ２溶液：Peroxal DS　３５％のＨ２Ｏ２溶液（食材品質）
　エタノール：ＭＥＫ（１％）でメチル化した工業用エタノール（９９％）
　メタノール：工業用メタノール（９８％）
　ダワノール：Ｄｏｗによる１－メトキシ－プロパノール－２
【００９３】



(14) JP 6563403 B2 2019.8.21

10

20

30

40

50

【表１】

【００９４】
　要約すると、本発明の利点は、以下のように概説することができる。
－　処理剤は、被覆箱のフラップに定められたようにして塗布することができる。
－　縁部に直接噴霧するのと比べると消毒薬の消費が最低限。そうすることで、作業環境
に対する潜在的リスクおよび汚染は有意に低減される。
－　直接の噴霧による過剰な導入は避けられる。
－　厚紙フラップとスリーブ縁部または穿孔との間の吸収交換のための時間は、生産場所
から充填ステーションまでの輸送によって十分に設けられる（多くの場合に３日超）。
－　被覆箱のフラップの処理剤を染めることによる識別、したがって、良好な塗布および
投与量管理が可能である。
－　吸収量が最小限であることにより、包装材料が充填機内で加工される前に検出できる
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ような消毒薬の残留量、例えば、過酸化物の残留量はない。したがって、健康へのリスク
が阻止される。
－　包装の外側の目に見える領域に影響がない。具体的には、複合包装の販売に重要な印
刷画像は影響を受けず、隣接する包装スリーブは、充填機に送られるときに一緒に貼り付
くことが事実上防止される。
－　処理剤、具体的には、過酸化物溶液は、事実上開いた切り口にアクティブに吸収され
るので切り口にのみ作用する。包装の残りの部分には負荷がない。
【００９５】
　以下では、単に実施形態を例示する図面を参照しながら本発明をより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１Ａ】飲料用カートンのためのブランクの平面図である。
【図１Ｂ】図１Ａによるブランクから生産される、平坦になるように折り畳まれた包装ス
リーブを示す。
【図２】厚紙フラップが上方向に開いた、複数の包装スリーブを受けるための被覆箱の垂
直断面図である。
【図３】平坦になるように折り畳まれた包装スリーブが配置された、上方向に開いた被覆
箱の第１の実施形態の斜視図である。
【図４】平坦になるように折り畳まれた包装スリーブが配置された、上方向に開いた被覆
箱の第２の実施形態の斜視図である。
【図５】平坦になるように折り畳まれた包装スリーブが配置された、上方向に開いた被覆
箱のさらなる実施形態の斜視図である。
【図６】容器の別の実施形態の垂直断面図である。
【図７】ロール状の包装材料を受けるための容器の垂直断面図である。
【図８】キャリア要素が内側に固定された容器の角の詳細図である。
【発明を実施するための形態】
【００９７】
　図１ＡはブランクＢを示し、ブランクＢは、複合積層体から生産され、後にシームを作
るための上部、底部およびその右側に３つのゾーン１、２、３を有し、複数のしわおよび
折り目４も備える。しわおよび折り目４は、完成形の飲料用カートンの後の折り曲げを容
易にし、図１Ａではそのうちの一部にだけ参照番号４を付した。ブランクＢの上部には、
加えられる注ぎ口要素（図示せず）のための脆弱ゾーンとして丸形の穿孔Ｐが設けられた
。
【００９８】
　図１Ｂは、図１ＡによるブランクＢから生産された包装スリーブＳを示す。前記ブラン
クＢは、長手方向のシーム６をシールすることによってシースを形成するようにそのシー
ム領域３で接合され、平坦になるように折り畳まれて、包装スリーブＳを形成した。包装
スリーブＳは飲料包装を生産するために通常後続のさらなる加工とは別の場所で生産され
、そうした加工は様々な場所の充填工場で実行されるので、ブランクは単に平坦になるよ
うに折り畳まれる。そのために、平坦になるように折り畳まれた複数の包装スリーブＳは
、いわゆる「被覆箱」７に直立して梱包され、それぞれの工場に輸送される。充填機のす
ぐ前で開かれるまで被覆箱７内に包装スリーブＳが滞留する時間は、概して、３日間より
有意に長い。
【００９９】
　本発明は、今では、開いた包装縁部をもはや包装スリーブＳの上部および底部に、汚染
の観点から問題である消毒薬への直接的曝露をせず、消毒薬含有処理剤の少なくとも一部
がキャリア要素に塗布され、そうすることで、そのときに生み出されるアクティブに殺菌
する雰囲気が開いた切り口に作用し、縁部の周囲領域５または包装スリーブＳの環状の領
域５’の所望の殺菌を行うようにして曝露することを認めた。好ましくは、段ボールの被
覆箱７をキャリア要素として使用でき、その被覆箱では、上部のフラップ８Ａおよび８Ｂ
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および底部のフラップ８Ａ’および８Ｂ’が、厚紙の内側、より詳細には、図２の矢印の
領域で処理剤により濡らされる。図２の矢印の領域はより詳細には示さない。
【０１００】
　このようにして、閉じられた被覆箱７内では、処理剤が包装スリーブＳの開いた切り口
に浸透できるかまたは開いた切り口の周囲領域もしくは穿孔に位置する厚紙材料が処理剤
を吸収するように誘導される、アクティブに殺菌する雰囲気が生み出される。ここで、消
毒薬は、十分な殺菌が実現される程度（数ミリメートル）に厚紙材料に浸透する。
【０１０１】
　しかし、処理剤が被覆箱７の表面に直接的に塗布されず、処理剤をキャリア要素または
ロードキャリアによって被覆箱７に取り入れることも可能である。そのために、例えば、
接着テープ、フェルトまたは他の適切な材料からなる図３に示すようなストリップ９を被
覆箱７の内側に添付することができるか、または被覆箱７の下側領域に単に配置すること
ができる。消毒薬による雰囲気の十分な飽和を実現するために表面全体を濡らすことが必
要とは限らないことが分かった。
【０１０２】
　図４は、インサートシート１０を被覆箱７中に（上部および／または底部に）配置する
ことも可能であることを示し、前記インサートシート１０は、表面全体にわたってまたは
その一部分だけが必要な量の処理剤で濡らされた。
【０１０３】
　図５は、ストリップ形のロードキャリア１２を有するインサートシート１１を設け、次
いで、そのシート１１は裏返しにされ、被覆箱７が閉じられる前に包装スリーブＳの上側
の開いた切り口に配置されることも可能であることを示す。もちろん、包装スリーブＳの
下側の開いた切り口も消毒するために、それに対応して用意されたインサートシートを、
包装スリーブＳが前記箱７中に取り入れられる前に被覆箱７の底部に配置することも可能
である。
【０１０４】
　図６では、平坦になるように折り畳まれた直立の包装スリーブＳをプラスチック材料製
の「外側包装」に入れて輸送することもできることを理解することができる。図は、適合
する蓋１４が上に配置されたプラスチック容器１３を垂直断面図に明確に示す。必要な殺
菌の雰囲気を実現するために、この外側包装７’の上部の空間に、ロードキャリアとして
働く用意されたインサートシート１１’が挿入される。閉止を良好にするために、容器１
３と蓋１４と間の「開いた」移行部を接着テープで閉じることもできる。
【０１０５】
　平坦になるように折り畳まれた直立の複数の包装スリーブが、固定型の外側包装ではな
く、シュリンクフィルムによって封入できることは示さなかった。シュリンクフィルムの
場合は、そこで所望の殺菌を実行するために、例えば、担持材料の適切なインサートが開
いた切り口の領域に予め取り入れられる。
【０１０６】
　図７は、本発明による方法によって、ホルダーＴに巻き取られた複合包装材料のロール
Ｒをその開いた縁部において処理することも可能であることを示す。これは、ロール幅が
梱包の高さにちょうど一致するときに特に有利である。というのは、そのときに、ロール
の２つの円形領域が開いた切り口の表面全体からほとんどなるからである。そのために、
この点で好ましい図示の実施形態では、ロールＲは、比較的小さいキャップ部１５および
それに適合した比較的大きいキャップ部１６からなる２部構成のシュリンクキャップによ
って封入される。所望の殺菌の雰囲気を生み出すためにインサートシート１１”が開いた
切り口の領域に存在することもここで理解することができる。もちろん、ロール材料の包
装に関して言えば、上記で説明したようにロードキャリア１１”を備えた後にそれら包装
をシュリンクフィルムで包装することも可能である。
【０１０７】
　図８は、図６による容器の左上の例で、ロードキャリアとして、フェルト材料などの、
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わずかにより体積のあるストリップ１７を取り入れることも可能であり、その場合、容器
が閉じられた後にストリップ１７に処理剤を導入することもできることを示す。そのため
に、平坦になるように折り畳まれた梱包済みの包装スリーブＳの開いた切り口を十分に殺
菌するために、容器の壁が針で穿孔され、このようにして、内部ストリップ１７は必要量
の処理剤で飽和される。そのために、容器は、チャネルが用意された開口部１８を有する
ことができる。必要な場合に、容器の上部空間にロードキャリアとしてさらなるストリッ
プ１７’を設けることも可能である。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】
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